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別紙 ２                                                                              

                          

令和 5年度 事 業 計 画 
 

              一般社団法人 日本病院寝具協会 

 

 

1.  はじめに 

 

 新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）」上の新型イン

フルエンザ等感染症に該当しないものとし、五類感染症に位置づけ

されました。とはいえ、病院寝具類洗濯業務では、引き続き万全な

感染対策を図りながら対処していくことが求められている状況には

あります。 

 それには、どの様な取組みがあり、それをどの様に活用していく

ことが適切な取組みとして導入できるのかを調査・研究する取組み

により、さらなる活用を考えていくことが必要と思われます。 

 併せて、人的活用に関する調査・研究の実施により、より業務を

適切に処理していくことに考慮する点もあるものと考えます。 

 それは、現状における課題でもある賃上げの促進等による働く人

への配分機能の強化、医療、介護等に係る公的価格の在り方との関

連などから、取組みに当たることが求められるものと考えます。 

 

 また、前年より続く、世界的なエネルギー・食料価格の高騰、物

価高・円安への対応、関連し、公正取引委員会発表の「優越的地位

の濫用」さらには、環境改善に関する取組みにつきまして、会員の

皆様に取組みが求められる事案であることから、そうした事案への

対応に関連する調査・研究により、それぞれに有効な方策につきま

して報告することに取組んでまいりたいと考えております。 

 

病院寝具協会としての責務を果たすため会員の皆様方のお力添え

をいただきながら、この難局を乗り越えていきたいと思っています。

最後に、これまでも皆様方とともに一丸となって、次に掲げる事業

に重点的に取組みます。 
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2.  重点事業計画 

 

(1)  公益目的事業(実施事業等会計) 

ア、寝具類の質的向上事業(継続事業 1) 

(ア) 海外医療寝具事情調査事業(隔年実施) 

令和5年度は、ドイツ・デンマークにおける医療寝具事情の

調査・研究を行うこととし、令和5年10月1日(日)～令和5年10

月8日(日)の8日間、参観者25名で実施する予定としておりま

す。 

なお、当該調査・研究の結果については、後日、報告書に 

   取りまとめるとともに当協会ホームページにも掲載すること

を予定しております。 

 

(イ) 環境衛生研究事業 

「全国クリーニング生活衛生同業組合連合会」と協同して、 

洗濯衛生について、毎年度調査・研究を行っており、令和5年

度も引き続き「クリーニングと公衆衛生」について研究を行

います。 

なお、当該調査・研究の結果については、後日、報告書に   

取りまとめるとともに当協会のホームページにも掲載するこ

とを予定しております。 

 

(ウ) 情報提供事業(リネット発行) 

広報誌「Lin－Net」の発行については、海外医療寝具事情調査の 

概要の掲載、会員及び地域における著名な病院の紹介、衛生検査合格 

工場の掲載、その他、協会事業で特記すべき事項等について、会員及び 

病院等受託医療機関などに情報を提供し、業界における寝具類の質 

の向上等に努めており、令和5年度は、第47号(令和5年5月)及び第48号

（令和5年11月）の年2回、各30,000部の発行を予定しています。 

 

イ、寝具類の提供体制確保事業(継続事業 2) 

 (ア) 寝具類衛生検査事業 

寝具類の衛生検査については、当協会の「病院等寝具類の 

洗濯施設における衛生自主基準」に基づき、毎年、春、秋の 

年 2回実施しており、令和 5年度においても、お客様に衛生 
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的で安心・安全な寝具類を提供できるよう衛生検査を実施す 

ることとしております。 

     また、年 2 回の当該衛生検査に合格した工場には「令和 5

年度衛生基準認定証」を交付するとともに、当協会の広報誌 

「Lin-Net」に工場名を掲載いたします。 

 

  (イ) 病院寝具管理士認定講習会実施事業 

病院寝具管理士認定講習会の実施については、受託洗濯施 

設における指導者の育成を目的として、毎年度開催しており、

令和5年度は、第29回「病院寝具管理士認定講習会」を令和5   

年10月26日（木）～令和5年10月27日（金）の2日間、東京で   

開催いたします。実施要綱が決定次第、受講者の募集を行い

ますが、会員以外にも広く参加を求めることとしております。 

  

 (ウ) 医療関連サービスマーク認定審査等受託事業(申請書審査等) 

当協会は、会員工場の○適マークの取得を積極的に推進して

おります。   

このため、令和5年度においても(一財)医療関連サービス振

興会の委託に基づき実施している○適マークの認定更新及び新

規申請書の受付審査並びに実地調査等の事業を各支部の協力

を得て行うとともに引続き㊜マーク取得の推進を図ります。 

 

 (エ) 業務代行保証事業(業務代行保証会計) 

当協会の重要な事業である「病院等における寝具類の洗濯   

及び関連業務に係る受託業務の代行保証」については、令和5

年度も引き続き実施いたします。 

 

(2)  一般事業(その他会計、法人会計) 

ア、病院等寝具類部門及びその周辺業務部門の市場調査について 

平成14年より調査している病院等寝具類部門及びその周辺   

業務部門の売上状況等の市場調査については、令和5年におい 

ても、引き続き実施いたします。 

(調査対象期間：令和5年1月1日～令和5年12月31日) 

 

イ、寝具類洗濯施設の連続式洗濯機等の洗浄・消毒の実施状況調査

について 
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連続式洗濯機の洗浄については、各工場において、当協会の

「連続式洗濯機ラインの機器洗浄に関するガイドライン」に

基づき、毎年度実施しており、今年度は、令和4年度の洗浄・

消毒の実施状況調査を行います。 

 

 ウ、過酢酸による消毒方法について 

       我が国の寝具類の消毒方法については、専門委員会におい 

て、その有効性、安全性、経済性等の検討及び実地検証などを 

積重ね厚生労働省へ新たな消毒方法の認可申請を行い、過酢酸 

による消毒方法が認められました。 

その導入に向け、かかるコストの低減等を図るべく、調査・ 

検証を行います。 

 

エ、酸化エチレンに係る事業者の自主的取組みについて 

   大気汚染防止法は、有害大気汚染物質について、事業者の自 

主管理を促進することにより、実施可能な排出抑制対策を着実 

に進めることとしており、その一つに吸入経路の発がん性とい

う有害性評価値が示された酸化エチレンが対象となります。 

 そのため、当協会における実態調査、それに基づく自主管理

計画の策定等を実施後環境省への届け出。さらには、実施状況

のフローアップ等の取組みにあたります。 

 

オ、広報誌の発行について 

協会の動向、活動状況等の報告及び情報提供を目的とした 

会員への広報誌「日病寝だより」については、令和5年度は、

第59号(令和5年7月)、第60号(令和5年10月)、第61号(令和6年2月) 

の年3回、発行を予定しています。 

 

カ、協会会員の相談について 

理事長を委員長として、5委員会の委員長等により構成する

特別委員会においては、令和5年度も引続き会員の悩み事の相

談にお応えする他、業界の諸問題について検討を行います。 

 

キ、 講演会等の開催について 

令和5年6月15日（木）の定時総会時に「医療関連サービス

事業の提供について」（仮題）の講演会を開催いたします。 


